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中小企業庁認定「官公需適格組合」 

静岡県知事設立認可「県知事地第１-５号」 

静岡県消防設備保守点検業協同組合 

組合だより 

 
第 59号  

発 行：令和８年４月 吉 日 
住 所：静岡市駿河区南町 5番 3号 
T E L：054-287-5091  

F A X：054-287-5092 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：info@syob-k.com 
HP アドレス：https://syob-k.com/ 

私たちは、法令遵守を行動指針とし、官公庁発注の消防用設備等保守点検業務を通じて、地域社会の
安全・安心の確保と地域産業の活性化に貢献しています。 

消防法に基づく「消防用設備等点検報告」業務は、消防設備士及び消防設備点検資格者のみが実施
できる専門性の高い業務です。近年、建物の消防設備は高度化・複雑化しており、これらを一括して適正
に点検するためには、「多数の点検資格者を現場配置できる業務体制」が必要不可欠です。 

静岡県消防設備保守点検業協同組合は、県内で唯一、消防法に基づき各種資格者を多数雇用し、現場
毎に有資格者を配置できる体制を整え、さらに、点検に必須となる各種試験器具等を完備し、法令に即し
た適正点検を確実に実施できる県内唯一無二の協同組合です。 

＜組合員 61社、常用従業員 668人＞ ※令和７年4月末現在 

（内訳:消防設備士423人、消防設備点検資格者294人、電気工事士232人、防火設備検査員80人 

１ 杉山新理事長からの就任挨拶 

（１） 新理事長就任のご挨拶 

昨年 12月 15日、当組合理事長・西川和宏氏が永眠されました。 

ここにあらためて、生前に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げます。 

このたび、故西川氏の後任として理事長を拝命いたしました杉山和幸でご

ざいます。 

突然のことで身の引き締まる思いではございますが、これまで西川氏が築

かれた組合の基盤と精神をしっかりと受け継ぎ、組合のさらなる発展に向けて

誠心誠意努めてまいります。微力ではございますが、皆様のご期待にお応え

できるよう、より一層の努力を重ね、組合運営の安定と活性化に取り組む所存です。 

今後とも変わらぬご指導・ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 

＜新理事長選任の経緯＞ 

理事長の欠員により組合運営への影響が懸念されたため、定款に基づき令和 8 年 1 月 8 日（木）

に理事会を開催し、新理事長の選任を行いました。 

その結果、出席理事の満場一致により、杉山副理事長が新理事長に選任されました。 

○定款に基づく選任 

・理事長・副理事長・専務理事は理事会で選任（第 27条） 

・役員は総会で選挙（第 30条） 

なお、現在、理事および副理事長に欠員があるため、次回総会にて新理事 1 名を選任し、その後の理

事会で副理事長を選任する予定です。 

（２） 新理事長が進める組合活動の基本方針 

前理事長は創設以来 31 年間、組合の発展に尽力されました。その志を受け継ぎ、組合が次の時代へ

飛躍できるよう、以下の 4点を組合活動の基本方針として進めてまいります。 

① 法令遵守に基づく適正点検の徹底 

発注者からの信頼は、法令に基づく適正な点検業務の継続によって築かれます。 
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消防設備点検は社会の安全を守る重要な業

務であり、組合員一人ひとりの責任ある行動が

組合全体の評価につながります。 

消防法令の遵守、定期点検の励行、消防署等

への適正報告を徹底し、地域社会から信頼され

る組織としての役割を果たしていきたいと考

えています。 

② 官公需適格組合の周知と共同受注の拡大 

当組合は国から消防設備の保守点検で官公需

適格組合として認可された唯一の組合です。この強みを最大限に生かし、官公需案件への参入機会

を広げるとともに、組合としての存在意義をより多くの関係者に理解していただく取り組みを進めま

す。 

また、周知活動や要望活動を積極的に行い、共同受注の確保、新規受注物件の拡大を図り、組合員

企業の経営基盤強化にもつなげてまいります。 

③ 組合員・賛助会員の拡大 

地域における組合の結束力を高めるため、組合員および賛助会員の加入促進を進め、加入しやす

い環境整備に努めます。 

組合の活動内容やメリットを丁寧に伝え、より多くの事業者に参加していただくことで、組合全体の

組織力を高めていきます。 

また、消防設備関連団体と連携を深め、業界全体の発展と消防行政への貢献を目指してまいりま

す。 

④ 業法制定に向けた行政機関への働きかけ 

健全な業界の確立を目指し、県内外の関係団体との情報交換や関係者・利用者への情報共有を進

め、業法制定の実現に向けて取り組みます。 

業界の課題を共有し、行政との対話を継続することで、より良い制度づくりに寄与していくことが

重要です。組合としても積極的に意見を発信し、業界の未来を切り開く役割を果たしてまいります。 

（３） 故西川前理事長の功績 

故西川氏は平成 5 年、消防施設業者 10 社に呼びかけ、翌平成 6 年に当組合を創設しました。以来 31

年間に渡り理事長として組合を牽引され、その功績は計り知れないものがあります。この組合を創設し

た当初は受託物件も少なく、組合運営は困難を極めましたが、行政との連携を積極的に推進し、 

・市町・県議会への要望活動 

・消防庁への報告様式改善の働きかけ 

・業法制定に向けた国との意見交換 などを行い、組合の活動に尽力されました。 

これらの取り組みは、現在の組合活動の礎となり、業界全体にも大きな影響を与えています。 

また、 

・共同受注における「質の確保」と「積算根拠の明確化」を目的とした積算基準書の策定 

・次代を担う人材育成を見据えた青年部の創設  など、内部改革にも力を注がれました。 

組合の未来を見据えた取り組みを積極的に進められた結果、今年度の当初受注高は２億４千万円余

（税抜き）で過去最高を記録しました。 

これは、西川氏が長年にわたり組合の礎を築き、発展に心血を注がれた成果であり、ここに深甚なる

敬意と感謝を捧げます。 

組合活動の基本方針 
① 法令遵守に基づく適正点検の徹底 

② 官公需適格組合の周知と共同受注

の拡大 

③ 組合員・賛助会員の拡大 

④ 業法制定に向けた行政機関への働

きかけ 
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２ 令和 8年の新年挨拶回り  令和 8年 1月 7日（水）浜松地区 8日（木）静岡地区 

令和 8年 1月 7日（水）は浜松地区、8日（木）は静岡地区において、組合役員による新年の挨拶回りを

実施しました。各訪問先では、関係者の皆様へ令和 7 年度の事業を申し上げるとともに、日ごろのご支

援、ご指導等に対し、改めて御礼をお伝えしました。 

また、組合広報誌「組合だより新春号」を持参し、組合活動の基本である法令遵守による適正点検の

徹底についてご説明しました。 

お忙しい中、温かくご対応いただきました関係者の皆様に心よりお礼を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

     【静岡県鈴木知事】               【静岡県塚本副知事】 

 

 

 

 

 

 

 

     【静岡県平木副知事】              【静岡市消防局】 

 

 

 

 

 

 

 

     【浜松市消防局】               【浜松市中央図書館】 

３ 第 18回青年部会ゴルフコンペの開催 

令和 7年 12月 24日（水）、当組合青年部会主催の第 18回ゴルフコンペを開催しました。 

前日の予報は大雨でしたが、中止することなく無事に18

ホールを回ることができました。 

年末の忙しい中ゲストとして中沢県議会議員と山田誠元

県議会議員に厚く御礼申し上げます。 

今回は幹事のご配慮により豪華賞品を用意され、参加

者全員がクリスマスプレゼントを持ち帰りました。 

多くの方々と意見交換でき有意義な一日となりました。 



- 4 - 

 

４ 令和 7年度・後期「共同受注検査（現場確認）」の実施 

共同受注検査規約に基づき、「令和 7年度共同受注検査（後期）」を令和 7年 12月 17日から令和 8年

２月 25日に実施しました。 

検査にあたり、検査員および幹事会社の担当者等には、日程調整や当日の対応にご協力いただき有

難うございました。 

現場検査では、契約金額が 100 万円以上の箇所で、昨年度、行くことが出来なかった施設を中心に延

べ８日間、１３施設を抽出しました。今年度は、事前に発注者側に提出している作業員名簿と当日作業する

組合員の照合、免状の確認、機器の校正状況などを中心に検査しました。 

全検査結果を踏まえ、小田巻検査員長から、「検査箇所については概ね良好であった。引き続き、発注

者に信頼されるよう法令遵守を徹底し、適正点検に努めてほしい。」と総括がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【資格者の確認】     【点検機器の校正の確認】     【点検済証の確認】 

５ 静岡県消防学校への講師派遣（10年連続） 令和 8年 2月 27日（金） 

今年で 10 回目を迎えた静岡県消防学校からの依頼の講師派遣は、令和 8 年 2 月 27 日（金）に実施し

ました。当日は、組合員である㈱富士消防機商

会の社長をはじめ関係者が講師を務め、毎年行

っている救助袋（垂直式）と緩降式（スローダ

ン）に加え、今年度は救助袋（斜降式）の実習も

行いました。研修時間は約 2 時間で、研修生は

実際の器具を使用しながら操作方法を学びま

した。研修生からは、「実際に使用したことが無

かったので、貴重な体験になり、今後の消防活

動に役立つ研修だった。」との感想が寄せられ

ました。 

                                    【救助袋（垂直式）】      【救助袋（斜降式）】 

６ 常用従業員・有資格者調べにご協力を 

 毎年恒例の常用従業員・有資格者調べを令和 8年 3月 13日付けで組合員の皆様に依頼しました。 

 これは、共同受注規約第 7条第 1項に基づき、官公庁に提出する入札参加資格審査提出時の必要な書

類となりますので、令和 8 年 4 月末日現在の常用従業員数、消防設備士や防火設備検査員等の有資格

者数を、4月 13日（月）までに事務局へ提出をお願いします。 

 昨年度から、マイナ保険証へ変更となったことから、一部、提出書類が変更したので、郵送した書類の

中に参考資料を入れてありますので、ご確認ください。なお、組合の HPにも参考資料があります。 

    組合の HP： https://syob-k.com/36/ 
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◆◇◆ 組合顧問弁護士兼理事の法律メモ ◆◇◆ 
 

～ 建設業許可について（１） ～ 
 

今回からは、組合員からリクエストがありました建設業許可についてのお話

をして行きます。 

建設業許可とは、建設業を営む際に必要な許可で、請け負う工事の内容や

規模によって種類や要件が異なります。建設業許可は２９種類にわかれており

ます。このコラムでは、消防施設工事業に関連する事項を中心にお話を進め、

必要な範囲で一般的な事柄についても触れて行きます。なお、ここでいう消

防施設工事とは、屋内消火栓設置工事・スプリンクラー設置工事・水噴

霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事・屋外消

火栓設置工事・動力消防ポンプ設置工事・火災報知設備工事・漏電火災

警報器設置工事・非常警報設備工事・金属製避難はしご、救助袋、緩降

機、避難橋又は排煙設備の設置工事等となります。「金属製避難はし

ご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれ

に該当しません。 

消防施設工事業を営むにあたっては、建設業法３条によって、建設業許可を取得しなければ、工事を行

うことができないとされております。建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があり、両者

は、元請として下請契約を締結する際の金額によって区別されます。下請契約の合計額が消費税込みで

５,０００万円以上（建築工事一式の場合は８,０００万円以上）の場合には、特定建設業許可が必要となりま

す。なお、請負金額が５００万円未満の工事は、建設業許可は必要ありません。また、「下請契約の合計額」

の計算をする際には、複数の下請け業者がいる場合には合算して計算すること（５,５００万円の工事を元

請として請け負った場合、下請の A社に３,０００万円、下請の B 社に２,５００万円を出す場合には、特定建設

業許可が必要）元請業者が材料を支給する場合には、材料費は下請金額には含まれないこと（５,５００万

円の工事を元請として請け負った場合、下請の A 社に３,０００万円、材料費にとして２,５００万円を出す場

合、特定建設業許可が不要）になりますので、注意して下さい。先程、請負金額が５００万円未満の工事の

場合は許可不要であると述べましたが、５００万円以上の請負契約に該当するか否かの判断の際には、元

請業者から提供される材料費を加算した上で、請負金額が５００万円未満か否かを計算しますので、若干

わかりづらいですが、この点も注意が必要です。 

次に、許可要件について見ていきたいと思いますが、詳細について次回となりますが、簡単に項目だ

け列挙します。具体的には、①経営業務の管理責任者の設置、②営業所の専任技術者の配置、③誠実性

の確保、④財産的基礎または金銭的信用、⑤適正な社会保険への加入、⑥欠格要件に該当しないことと

なります。                                以上 

７ 通常総会のお知らせ（予告） 

○ 第 32回通常総会 

日時：令和 8年（2026年）5月 21日（木） 16時 30分開会 会場：グランディエール・ブケトーカイ 

○ 同組合関係者懇親会 

日時：令和 8年（2026年）5月 21日（木） 17時 30分開会 同会場 

○ 第 11回青年部会通常総会 

  日時：令和 8年（2026年）5月 21日（木） 16時 00分開会 同会場 

顧問弁護士 吉川 友朗 
 森下公園前法律事務所     
 静岡市駿河区稲川２－６－５ 

   電話 054-204-3521 
   F A X 054-204-3522 
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にっこう 

○ 組合員の異動等（お知らせ） 
  ・セルコ㈱本社  代表者：西川和宏 から 西川 亮 に変更になりました。 【R7.12.15】 
  ・セルコ産業㈱  代表者：西川和宏 から 西川 亮 に変更になりました。 【R7.12.15】 
  ・TFサービス から ㈱TFサポーターズ        に変更になりました。 【R8. 4. 1】 
  ・Shuntec   代表 寺田 駿                      が加入しました。 【R8. 4. 1】 
    ・タロデンキ 代表 萩内 翔太郎                   が加入しました。 【R8. 4. 1】 
 

＜組合員名簿＞ ６３ （地区別五十音順） 
会社名 代表者 住 所 電 話  会社名 代表者 住 所 電 話 

広伸防災㈱本社 

      沼津支店 

飯塚史洋 富士市川成島 0545-63-2178  三興電機㈱ 村串守啓 浜松市中央区 053-436-5111 

鈴木広昭 沼津市沼北町 055-923-3363  Shuntec 寺田 駿 浜松市浜名区 080-5724-2886 

鈴与技研㈱東部支店 髙田靖彦 沼津市大諏訪 055-941-6481  ㈲季髙防災メンテナンス 季髙典裕 浜松市中央区 053-435-4308 

ニッセー防災㈱ 土谷直人 裾野市佐野 055-992-5213  鈴木消防設備 鈴木政則 浜松市中央区 090-5118-8048 

㈱アオイテレテック 佐野靖浩 静岡市駿河区 054-286-1256  ㈱鈴木防災 鈴木啓示 磐田市富丘 0538-84-7455 

㈱SG 防災テクノサービス 杉村友也 藤枝市田沼 054-637-1260  鈴木防災 鈴木芳武 浜松市中央区 053-465-6334 

㈱共同設備 遠藤英人 静岡市葵区 054-265-9255  鈴与技研㈱西部営業所 川村孝祐 掛川市本所 0537-27-2331 

近藤設備 近藤晃弘 静岡市駿河区 054-256-0690  西遠消防機具㈱ 松井清海 浜松市浜名区 053-586-4456 

消防機材山治（株） 福井隆幸 静岡市葵区 054-248-0119  
セルコ㈱本社 

   掛川営業所 

   磐田営業所 

    湖西営業所 

西川 亮 浜松市中央区 053-463-1341 

鈴与技研㈱本社 杉山和幸 静岡市駿河区 054-281-3311  高畠俊太郎 掛川市掛川 0537-22-0119 

関防災設備 関貴之進 静岡市清水区 054-351-1557  鈴木睦久 磐田市西貝塚 0538-31-8565 

㈱セキュア 石神利明 島田市金谷 0547-47-3100  古橋佳彦 湖西市吉美 053-575-3119 

セルコ㈱静岡支店 橋詰 歩 静岡市駿河区 054-288-2210  相互電池産業㈱浜松事務所 石原忠勝 浜松市中央区 053-424-7552 

セルコ産業㈱ 西川 亮 静岡市駿河区 054-260-6009  ㈱タキボウ 瀧 雅也 浜松市中央区 053-523-7500 

太平エフ・イー・システム㈱ 平野和真 静岡市駿河区 054-257-6855  ㈱タナカ総合 田中誠次 浜松市中央区 053-543-9723 

㈱タピア 湊 宏冶 静岡市葵区 054-248-6466  タロデンキ 萩内翔太郎 浜松市中央区 080-9725-2023 

日興電気通信㈱静岡営業所 宮川宗明 静岡市駿河区 054-266-6762  中部防災工業㈱ 松坂直和 浜松市中央区 053-438-3081 

㈱日本防災システム 大島至了 島田市中河町 0547-35-2001  ㈱TF サポーターズ 古𣘺有一朗 浜松市中央区 053-476-0489 

花村消防設備 花村英樹 静岡市葵区 054-277-3194  電通システム㈱ 木下敏彦 浜松市中央区 053-441-3911 

㈱ピーティーエス 坪井政春 静岡市清水区 054-388-9989  東海消防技研㈱ 佐藤 誠 浜松市中央区 053-463-5601 

㈱富士消防機商会 荒瀬敏弘 静岡市清水区 054-366-7034  東海防災㈱ 大村 誉 浜松市中央区 053-474-2627 

㈱プラステクト 鈴木 努 静岡市葵区 054-204-1882  ㈲豊田消防設備 金原克己 磐田市東貝塚 0538-36-0119 

マナブ防火防災メンテナンス 遠藤 学 静岡市清水区 080-4939-0093  日興電気通信㈱本社 堀部成信 浜松市中央区 053-439-1125 

宮﨑設備 宮﨑誠二 静岡市葵区 090-6616-4448  ニッコウプロセス㈱ 加藤裕介 浜松市中央区 053-439-1122 

宮澤電池産業㈱ 宮澤 学 静岡市葵区 054-247-1211  ㈱日本防火研究所 市川智也 浜松市中央区 053-461-1373 

明幸電業 鈴木秀幸 静岡市駿河区 054-256-2878  ㈲袴田防災設備 竹内宏行 浜松市浜名区 053-587-1373 

E.BOSAI 太田悦由 浜松市浜名区 090-1563-5019  浜松総合防災設備㈱ 澤木典子 浜松市中央区 053-465-4664 

㈲石垣防災 石垣益年 浜松市浜名区 053-587-5699  ㈲富士電機浜松 小池浩司 浜松市中央区 053-464-1183 

㈲エイト・エス・イー・エム 町田和久 掛川市亀の甲 0537-24-0407  (同)藤屋設備 近藤奈央 浜松市浜名区 053-542-0084 

㈲遠州消防設備 神谷知宏 磐田市天龍 0538-34-6574  防災設備社㈱ 金野 均 浜松市中央区 053-423-0119 

太田防災 太田済広 浜松市天竜区 053-925-2814  ㈲北部防災工業 鈴木康之 磐田市大久保 0538-38-1742 

木下電気㈱ 木下哲志 浜松市浜名区 053-582-3930  宮下防災 宮下 光 袋井市鷲巣 080-5100-3088 

北沢防災設備㈲ 北澤浩之 浜松市浜名区 053-586-4100  みゆき防災 野末 悠 浜松市中央区 090-5454-2003 

㈱北島電設 北島 実 浜松市中央区 053-433-5303  ムラツー 村松哲也 浜松市中央区 053-437-6711 

㈱久嶋防災 久嶋宏之 浜松市中央区 080-2662-3019  ライト・アーマー 中村文彦 浜松市中央区 080-5130-1996 

サイトウ防災 齋藤 至 浜松市中央区 053-474-3837  

＜賛助会員名簿＞ ５ （五十音順） 
会社名 代表者 住 所 電 話 

三和シヤッター工業㈱浜松ﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 宮井孝朗 浜松市中央区 053-422-7505 

TOA㈱静岡営業所 中矢直樹 静岡市葵区 054-251-5350 

能美防災㈱静岡支社 遠藤英人 静岡市葵区 054-340-0013 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾜｰｸｽ社静岡電材（営） 竹内宗蔵 静岡市葵区 054-261-8618 

ホーチキ(株)静岡支社 丸山清太郎 静岡市駿河区 054-202-3811 
 

理事長 杉山和幸 鈴与技研株式会社 

副理事長 堀部成信 日興電気通信株式会社 

理事 飯塚史洋 広伸防災株式会社 

理事 吉川友朗 森下公園前法律事務所 

監事 土谷直人 ニッセー防災株式会社 

監事 佐野靖浩 株式会社アオイテレテック 

事務局長 伊藤 晃 専務理事兼務 

事務局職員 鷲巣節子 


